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＝　お客さまへ　＝

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）の長期使用
製品安全点検制度※で指定される特定保守製品です。

※消安法 長期使用製品安全点検制度の法施行は2009年4月1日です。
このチラシは、取扱説明書とともに大切に保管願います。

点検制度チラシA03一般

SBA8032

消安法の施行（2009年4月1日）前に製造した製品の所有者票は任意のご提供になり
ます。ご提供いただいた場合は、2009年4月1日以降に製造した製品と同等に所有
者情報を管理し、法定点検に準ずる点検やリコール等の製品安全に関するお知らせを
いたします。所有者票のご提供（所有者登録）をしていただくことをおすすめします。

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支
障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多い
と認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適
当なもの（消安法第2条第4項）」として指定された製品です。

　特定保守製品とは…

・特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、設計標準使用期間に
基づいて製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることが、製品の所有者の
責務として求められています（消安法第32条の14）。本製品に表示している点検期
間になりましたら、必ず点検を受けてください。（点検は有料です）
・なお、法定の点検後もご使用を継続する場合には、こまめに点検を受けることが本
製品を安全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意ください。
・法定点検は、その時点で点検基準に適合しているかどうかの確認であって、その後
の安全を担保するものではありません。

　法定の点検期間になったら点検を受けてください

・特定保守製品の所有者は、この製品の製造（輸入）事業者に法定の所有者登録をする
ことが求められています（消安法第32条の8第1項）。
製品に同梱している「所有者票」に記載している《所有者情報の登録方法》に従って、
ご登録をお願いします。
・ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および当社規定により適
切な安全対策のもとに管理し、法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせ
をする場合以外には使用いたしません。

　法定の所有者登録をしてください

*SBA8032   S* － 2 －

項目 条件 
4人世帯 

中間期（春・秋） 
20℃・65％ 

AC100V・50／60Hz
15℃ 
40℃ 

456リットル 
1時間 
365日 

家族構成 
季節 
気温・湿度 
電源電圧・周波数 
給水温度 
出湯温度 
1日使用量 
1日使用時間 
1年使用日数 

項目 条件 
4人世帯 

中間期（春・秋） 
20℃・65％ 

AC100V・50／60Hz
15℃ 
40℃ 
毎日 

1回／1日 
2回／1日 
180リットル 

家族構成 
季節 
気温・湿度 
電源電圧・周波数 
給水温度 
沸き上がり温度 
入浴回数 
沸き上がり回数 
追いだき回数 
浴槽水量 

■使用条件（給湯） ■使用条件（ふろ） 

1． 
2． 
3． 
4． 
5． 
6． 
7． 
8． 
9． 

1． 
2． 
3． 
4． 
5． 
6． 
7． 
8． 
9． 

10． 

・所有者情報に変更があった場合、この製品の製造（輸入）事業者に変更の連絡をする
ことが求められています（消安法第32条の8第2項）。
引っ越しなどで所有者情報に変更がありましたら、速やかに「所有者票」に記載し
ている《所有者情報の登録方法》に掲げる点検連絡先にご連絡ください。
ご連絡いただかない場合、法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせが正
しく届かないことがあります。

　登録していただいた所有者情報に変更がありましたらご連絡ください

・法定の所有者登録をしていただいた方に、登録情報に基づいて点検期間の開始前に
法定の点検通知をいたします（消安法第32条の12）。
・点検期間については、製品本体の表示、もしくは製品に同梱している「所有者票
（お客さま控え）」をご覧ください。

【本製品の設計標準使用期間について】

本製品は、設計標準使用期間※を10年と算定しており、適切な点検をすることなく、
この期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあ
ります。
※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な
維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間とし
て設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです（消安法第32条の3）。
「保証期間」とは異なるのでご注意ください。（保証期間は保証書を参照願います）

＜設計標準使用期間の算定の根拠＞
本製品の設計標準使用期間は、次のように設定しています。
１）始期・・・製造年月
２）終期・・・JIS S 2071 および 日本ガス石油機器工業会規格JGKAS C 301

の「標準使用条件」に基づいて想定した以下の使用条件にて、当社に
おいて耐久試験等を行い、その結果算出された数値等に基づいて、
「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないこと」を
確認した時期

　法定の点検通知をいたします
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法定点検は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。

【点検の内容について】

・特定保守製品について、点検期間中に点検基準に従って実施する有料の法定点検です。
・点検基準は消安法省令に定められており、製品区分ごとに点検項目、点検内容が定
められています。
・点検の結果は、点検結果表にてお知らせします。
・点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場
合、整備（修理を含む）を行って使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります。

【点検の料金について】

点検費用は、お客さまにご負担いただきます。また、点検の結果、整備が必要となっ
た場合は、別途整備費用（有料）が発生いたします。
点検料金は技術料、出張料などを合計した金額となります。

なお、点検料金の設定の基準等や、点検要請に対して速やかに対応できるよう配置し
ておりますサポート拠点については、下記のアドレスからご覧いただけます。
　http://www.osakagas.co.jp/
インターネットでご確認できない場合は、P4 「本製品の点検等に関するお問い合わ
せ先」にご連絡ください。

【本製品の点検の結果必要となると見込まれる整備用部品の保有期間】

整備用部品とは、法定点検の結果、不備が認められた場合に、安全性を確保（回復）さ
せるために必要な部品であり、補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な
部品）とは異なります。

（１）点火・消火に関する部品：製造打切後11年
点火プラグ・イグナイター・フレームロッド

（２）水・湯・ガス通路に関する部品：製造打切後11年
サーミスター・パッキン・Ｏリング

（３）安全装置に関する部品：製造打切後11年
COセンサー・ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ
風圧スイッチ・熱湯遮断弁

※補修用性能部品の保有期間は取扱説明書をご覧ください。

　点検について

＜ご注意ください＞
使用頻度、使用環境、設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用
等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計標準使用期間よ
りも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。これに該当するような場合
は、P4 「本製品の点検等に関するお問い合わせ先」にご連絡ください。
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本製品の点検等に関するお問い合わせ先

大阪ガスお客さまセンター

Telフリーダイヤル　0120－0－94817

【受付時間】（月～土）：9：00～19：00
（日・祝）：9：00～17：00

【本製品の日常的に行うべき点検・お手入れ】

製品を安全にご使用いただくために、月1回程度は、お客さまで日常的に点検やお手
入れを行ってください。

＜点検・お手入れ前のご注意＞
・運転スイッチ「切」にするか、電源プラグを抜いて行ってください。
・製品の使用後は、製品や製品内のお湯が高温になっていますので、やけど予防のた
め製品が冷えてから点検・お手入れを行ってください。

＜点検・お手入れの内容＞
・取扱説明書の、日常の点検・お手入れに関する項目および安全上の注意に関する項
目をご覧ください。
・次のような症状があれば経年劣化の兆候と考えられますので、上記お問い合わせ先
にご連絡ください。
　　　　- 運転中に機器から異常音が聞こえる
　　　　- 機器外観に異常な変色や傷がある
　　　　- 機器・配管から水漏れがある
　　　　- 排気口・（給）排気トップ部にススがついている




